質権設定契約証書
平成　　年　　月　　日

　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　債務者兼
　　　　　　　　　　　　　　　　　質権設定者　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　質権設定者　　　　　　　　　　　　　　　　印

第１条　質権設定者（以下「甲」という）は、債務者が平成　 年 　月　 日付保証委託契約にもとづき、貴社に対して負担する求償債務（原債務現在額金　　　　　　　円也）およびこれに付帯する一切の債務の担保として、下記売買代金返還請求権のうえに順位　第　位の質権を設定した。

第2条 甲は、前条により質権を設定した売買代金返還請求権を証する書面を貴社に引渡した。

第３条　①　甲は、太田市土地開発公社（以下「乙」という）が、平成　　年　　月　　日付　　　　　Pal Town 城西の杜土地分譲契約（以下単に「分譲契約」という）の解除または分譲契約による買戻権を実行した場合は、前記第１条の保証委託契約の約款にかかわらずあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済することを承認した。
　　　　②　貴社は、前記返還金を受領した場合、貴社が適当と認める順序・方法により債務の弁済に充当できるものとする。

　

売買代金返還請求権の表示

分譲契約第１２条第１項にもとづき乙が契約を解除した場合、分譲契約第１２条　第２項により甲が取得する売買代金返還請求権、または分譲契約第１６条第１項にもとづき乙が買戻権を実行した場合、分譲契約第１６条第３項により甲が取得する売買代金返還請求権金　　　　　　　円也。
ただし、分譲契約第１３条による土地使用料相当額および分譲契約第１４条による違約金ならびに乙が受けた損失額が土地使用料相当額と違約金との合計額を超えるときはその超過額を控除した残額に限るものとし、さらに甲が分譲契約第１５条に規定する機構等に対する借入債務がある場合には、機構等に対する支払後の残高に限るものとする。
Pal Town 城西の杜








